
名張市営栄町駐車場定期駐車場ご利用の皆様へ 

 

 申請について 

新規の場合 ················ 基本的には利用したい月の 1 日（1 日が閉庁日の場合は翌日以降の開庁日）よ

り受付けます。ただし取扱い上、前月の 3 日前(閉庁日の場合は翌日以降の開庁日)から受付を開始しま

す。 

継続の場合 ················ 利用したい月の前月末 7 日前（閉庁日の場合は翌日以降の開庁日）より受付け

ます。 

 

 定期駐車場の販売価格 

単車（原付・自動二輪車） ········· 1 か月 ··· 3,500 円 

自転車 ·································· 1 か月 ··· 2,500 円 

※日割り計算、購入後の返金はできません。 

 

 販売枚数 

単車（原付・自動二輪車） ········· 15 枚（駐車枠：20 台分） 

自転車 ··································· 5 枚（駐車枠：10 台分） 

 

 定期券に関する注意事項 

 申込み時にご利用者される車両の番号を持ってお越しください。 

 定期券は月ごとで販売し、月末までの有効期限があります。 

 定期券は駐車台数の枠内で販売しており、駐車枠に空きがなければ利用できません。 

 定期券には赤、青、緑の 3 種類の色があり、3 色を月ごとに販売しています。 

 定期券の契約番号は単車は 3 桁、自転車は 4 桁です。 

 使用済みの定期券は再利用するため必ずご返却ください。 引き続き定期利用を希望される場合も前

月分の定期券は回収いたします。 

 定期券を紛失した場合は、平日（土日祝を除く）午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分の間に 

名張市役所 維持管理室 管理担当（0595-63-2151）までご連絡ください。 

 駐車場使用中に定期券を紛失した場合は、自動精算機横の専用電話を使用し（携帯電話をご利用の場

合は 0120-951-365）、サポートセンターの係員の指示に従ってください。駐車枠番号と定期券発行番

号をお伝えいただく必要があります。確認後サポートセンターからロックを解除しますので解除さ

れたことを確認し出場してください。 

 

名張市役所 維持管理室 管理担当（0595-63-2151） 


